
＜月次報告様式（新様式　令和５年４月～）＞

令和８年度　公文書開示（５月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等

1 2026/1/8 2026/5/8

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積単価一覧表
（２）管理費区分チェックリスト（以上別紙２）
（３）工期算定計算書（別紙３）
（４）見積承認書
（５）特別単価調査報告書（以上別紙４）
（６）見積依頼書（別紙５）
（７）見積書（別紙６）
（８）処分地選定表（別紙７）
（９）数量計算書（別紙８）
（10）積算根拠資料（別紙９）

1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため
（7条3号）公表すると受入先企業の経営情報が知られることと
なり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわれるお
それがあるため
（7条4号）偽造等により財産が脅かされるおそれがあるため
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため

2 2026/1/9 2026/5/21

公文書の件名
小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）積算根拠資料
（２）工期算定資料
（３）数量計算書
（４）見積単価一覧表
（５）管理費区分チェックリスト
（６）見積承認書
（７）特別単価調査報告書
（８）処分地選定表

1 1 1 1

（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため。
（7条4号）公にすることにより、テロ等の行為を助長し、犯罪
の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
があるため。
（7条6号）公にすることで、今後発注予定の工事の規模等が類
推されることとなり、特定の業者が有利になり、入札に不公平
が生じ、適正な入札事務の遂行に支障を来すなど、当局の当事
者としての地位を害するおそれがあるため。

3 2026/1/9 2026/5/14

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）工事設計書
（２）資源調書
（３）施工代価表
（４）施工パッケージ
（５）工程表

1

4 2026/1/13 2026/5/22

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積承認書
（２）特別単価調査報告書
（３）処分地選定表
（４）数量計算書
（５）積算根拠資料

1 1 1 1

（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため。

5 2026/1/13 2026/5/14
小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する工事設計書

1

6 2026/1/19 2026/5/20

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積承認書
（２）特別単価調査報告書
（３）積算根拠資料
（４）質問回答書

1 1 1 1

（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため。

7 2026/1/19 2026/5/15
小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する工程表

1

8 2026/1/19 2026/5/22

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積承認書
（２）見積書
（３）見積依頼書
（４）特別単価調査報告書
（５）特別単価調査依頼書
（６）工期算定計算書
（７）数量計算書
（８）積算根拠資料
（９）見積単価一覧表
（10）管理費区分チェックリスト

1 1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため。
（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため。

9 2026/1/19 2026/5/15

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）工程表
（２）施工パッケージ

1

10 2026/1/20 2026/5/18

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積承認書
（２）特別単価調査報告書
（３）積算根拠資料
（４）工期算定計算書

1 1 1 1

（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため。

11 2026/1/20 2026/5/15

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する（１）工程表
（２）数量計算書

1

12 2026/2/5 2026/5/22

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積承認書
（２）見積書
（３）見積依頼書
（４）特別単価調査報告書
（５）工期算定計算書
（６）数量計算書
（７）積算根拠資料
（８）処分地選定表
（９）見積単価一覧表
（10）管理費区分チェックリスト

1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため
（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるた
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため

13 2026/2/5 2026/5/20

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）工程表
（２）施工パッケージ
（３）工事設計書
（４）資源調書
（５）施工代価表

1

14 2026/2/9 2026/5/22

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する
（１）見積承認書
（２）見積書
（３）見積依頼書
（４）工期算定計算書
（５）数量計算書
（６）積算根拠資料
（７）設計図
（８）質問回答書
（９）見積単価一覧表
（10）管理費区分チェックリスト

1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため
（7条3号）公表すると受入先企業の経営情報が知られることと
なり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわれるお
それがあるため
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため

15 2026/2/9 2026/5/19

小平市上水南町三丁目地内から武蔵野市桜堤三丁目地内間送水管（1200mm）用
立坑築造及びトンネル築造工事に関する（１）工程表
（２）施工パッケージ

1

16 2026/4/20 2026/5/8

境浄水場高度浄水築造工事（その１）の変更設計書（第２回）に関する見積単
価一覧表 1 1

（7条3号）公にすることで、当該企業の価格設定情報及び情報
提供元企業の経営上の情報を知られることとなり、企業の競争
上及び事業運営上の地位が損なわれると認められるため

17 2026/4/20 2026/5/1

境浄水場高度浄水築造工事（その１）の変更設計書（第２回）に関する
（１）変更工事総括数量表（第２回）
（２）変更総括書（第２回）
（３）変更工種別総括書（第２回）
（４）変更内訳書（第２回）
（５）内訳明細書変更設計（第２回）（表紙）
　（６）変更内訳明細書（第２回）
　 （７）代価明細書変更設計（第２回）（表紙）
　 （８）代価表
　 （９）施工代価表
　 （10）共通仮設費・現場環境改善費算出表
（11）諸経費算出表

1

18 2026/4/23 2026/5/1

東京都葛飾区高砂五丁目４８５－１に係る境界承諾書

1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため。
（7条4号）偽造等により財産が脅かされるおそれがあるため。

19 2026/4/27 2026/5/1

柴崎給水所1号配水池築造工事　第４回設計変更に係る以下の資料

変更設計書、説明、変更工事総括数量表、変更総括書、変更工種別総括書、変
更内訳書、共通仮設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料変
更工種別総括書、管弁類材料変更内訳書及び給水管類材料変更内訳明細書

1 1

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

20 2026/4/28 2026/5/7

「07-00972　杉並区善福寺三丁目17番地内地質調査委託」における①総括数量
表②総括書③工種別総括書④内訳書⑤内訳明細書⑥諸経費算出表の金額入り及
び金額抜き資料

1 1

21 2026/5/1 2026/5/13

設計単価表（令和８年５月)の根拠資料

1 1 1

（7条3号）公表すると、資料出版元の事業運営の根幹である刊
行物の販売収入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究活
動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上及び事業運営上の
地位が損なわれると認められるため。

22 2026/5/1 2026/5/13
設計単価表（令和７年５月）の根拠資料

1

23 2026/5/1 2026/5/11

・設計積算システム工種改定書
・工事系システムの改善及び改定の変更履歴（令和８年４月１日から令和８年
４月３０日までのもの）

1

24 2026/5/1 2026/5/7

多摩市一ノ宮四丁目地先から同市関戸四丁目地先間配水本管（350mm）新設工事
第2回及び第3回設計変更に係る以下の資料

変更設計書、説明、変更工事総括数量表、変更総括書、変更工種別総括書及び
変更内訳書

1 1

25 2026/5/7 2026/5/14

シールド機及びセグメントの価格設定について（令和８年度）

1 1 1

（7条6号）シールド機及びセグメントの見積価格の評価内容が
含まれており、それを公表すると、今後当局が行う同種の見積
りにおいて、見積り会社の思惑等により見積金額の高止まりを
招く等、適切な単価設定に支障を生じると認められるため。

26 2026/5/7 2026/5/14

水道マッピングシステム電子申請機能の再構築委託に係る総合評価方式入札に
おいて、入札参加者より提出された提案書に対する提案項目別の評価点数の採
点様式

1 1 1 1

（7条2号）採点様式に記載された各審査委員の個人名は、特定
の個人を識別できる情報であり、開示した場合、当該個人の権
利利益を害するとともに、将来の同種技術提案型事業において
率直な評価を困難にし、技術審査の公正性及び実効性が損なわ
れ、特定の業者が有利となり入札に不公平が生じ、事務事業の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
（7条6号）提案項目別の評価点数は、評価水準や着眼点を推知
させる情報であり、開示した場合、特定の業者が有利になり入
札に不公平が生じ、今後の同種事務事業における技術審査の公
正性及び実効性を損ない、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため。

27 2026/5/7 2026/5/25

「国立市富士見台一丁目38番地先から府中市西原町四丁目3番地先間配水小管布
設替及び撤去並びに新設工事」に係る以下の資料

・施工体制台帳及び施工体系図（㈱グロースと㈲ザイケンに関する部分の抜
粋）
・工事請負契約書（注文書及び注文請書）（㈱グロースと㈲ザイケンに関する
部分の抜粋）
・工事全部中止通知書（第１回）
・工事全部中止通知書（第２回）
・施工管理写真（保安掲示状況の抜粋）
・工事週報（現場着手から令和７年８月分まで）
・現場代理人及び主任技術者等通知書
・現場代理人及び主任技術者等通知書（変更）
・主要現場従事者等届
・主要現場従事者等届（追加）

1 1 1 1 1

（7条2号）特定の個人を識別できる情報であるため。
（7条3号）公表すると、他の者に受注企業の経営上の情報を知
られることとなり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため。
（7条4号）偽造等により財産等が脅かされるおそれがあるた
め。
（7条6号）お客様の本人確認に用いる情報であることから、公
にすると給水契約者本人へのなりすましが可能となり、当局の
受付事務に支障が生じるおそれがあるため

28 2026/5/7 2026/5/12

0507（芝久保給水所耐震補強工事）第５回設計変更に係る設計書一式

工事変更設計書、変更工事総括数量表、変更総括書、変更工種別総括書、変更
内訳書、内訳明細書、変更内訳明細書、代価明細書、代価表、共通仮設費・現
場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料集計表及び管弁類材料変更工
種別総括書

1 1

29 2026/5/7 2026/5/12

建設機械等損料表（令和８年１月）
建設機械等損料表（令和８年４月）

1 1

（7条3号）公表すると、資料出版元の事業運営の根幹である刊
行物の販売収入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究活
動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上及び事業運営上の
地位が損なわれると認められるため。

30 2026/5/7 2026/5/12
建設機械等損料表（令和７年１月）
建設機械等損料表（令和７年４月）

1

31 2026/5/7 2026/5/12

下記の工事にかかる最低制限価格算出書

　7-1271　令和７年度東村山浄水場生物活性炭吸着池
粒状活性炭引抜き工事

1 1

32 2026/5/8 2026/5/20

令和７年度小河内貯水池小菅川土砂しゅんせつ運搬作業に関する金額抜き設計
書一式（工事設計書、説明書、工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳
書、内訳明細書、代価明細書）

1 1

33 2026/5/8 2026/5/19

大田区城南島二丁目9番地先から同区城南島二丁目2番地先間配水小管布設替工
事の第一回契約変更に関する
　工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳書、内訳明細書、代価明細
書、共通仮設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料工種別総
括書、管弁類材料内訳書、給水管材料内訳明細書、施工代価表及び特記仕様書

1 1

34 2026/5/8 2026/5/13

葛飾区細田四丁目15番地先から同区鎌倉二丁目23番地先間配水小管布設替工事
並びに葛飾区東水元二丁目34番地先から同区東水元二丁目33番地先間配水小管
布設替工事に関する工事成績評定表及び工事成績評定項目別評定表

1 1

35 2026/5/8 2026/5/15

５水経契契第９１４号
板橋区大門16番地先から同区徳丸八丁目23番地先間外５か所配水小管布設替及
び工業用水道配水管撤去工事
　工事成績評定表　工事成績評定項目別評定表

1

36 2026/5/8 2026/5/14

日野市旭が丘二丁目地先配水本管（500㎜・400㎜）布設替工事に係る以下の資
料

工事成績評定表及び工事成績評定項目別評定表

1

37 2026/5/8 2026/5/21

江戸川区松本二丁目地先から同区鹿骨五丁目地先間配水本管
（700㎜）新設工事に関する工事成績評定表及び工事成績評定
項目別評定表

1

38 2026/5/8 2026/5/19

府中市四谷五丁目地先から同市四谷四丁目地先間配水本管（400mm）新設工事に
係る以下の資料

工事成績評定表及び工事成績評定項目別評定表

1

39 2026/5/8 2026/5/21

・葛飾区堀切三丁目地先配水本管（600㎜）布設替工事の起工変更（第１回）に
関する工事変更設計書、変更工事総括数量表、変更総括書、変更工種別総括
書、変更内訳書、変更内訳明細書、代価表、資源調書、共通仮設費・現場環境
改善費算出表、諸経費算出表及び管弁類材料変更内訳書

1

40 2026/5/14 2026/5/21

和田堀給水所場内整備及び通水準備工事に関する
（１）見積承認書
（２）特別単価調査報告書

1 1 1 1 1

（7条3号）公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を
知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれると認められるため。
（7条4号）偽造等により財産が脅かされるおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため。

41 2026/5/18 2026/5/28

新玉川給水所（仮称）既存施設撤去工事（その２）に関する見積単価一覧表、
見積採用価格決定書、処分地選定表及び管理費区分チェックリスト

1 1 1 1

（7条3号）公にすることにより、受入先企業の経営情報が知ら
れることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り会社
の思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適
切な単価設定に支障が生じると認められるため。

42 2026/5/18 2026/5/26
新玉川給水所（仮称）既存施設撤去工事（その２）の全体工程表及び施工パッ
ケージ単価計算シート

1

43 2026/5/18 2026/5/27

江東区豊洲六丁目地先から同区有明二丁目地先間送水管（1200㎜）用既設立坑
改造及びトンネル築造工事に関する機械器具損料及び電力量算定資料、数量計
算書、見積単価一覧表、見積承認書、調査報告書、管理区分チェックリスト及
び処分地選定表

1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報で
あるため。
（7条3号）公にすることにより、他の者に見積提出企業の経営
上の情報を知られることになり、当該企業の競争上及び事業運
営上の地位が損なわれるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障が生じると認められるため。

44 2026/5/18 2026/5/27

江東区豊洲六丁目地先から同区有明二丁目地先間送水管（1200mm）用既設立坑
改造及びトンネル築造工事に関する工事設計書、説明書、工事総括数量表、総
括書、工種別総括書、内訳書、内訳明細書当初設計（表紙）、内訳明細書、代
価明細書当初設計（表紙）、代価表、施工代価表、資源調書、共通仮設費・現
場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料集計表当初設計（表紙）、管
弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、工期算定表、工期算定根拠、仮設
材賃料日数算出表、仮設材数量及び併用日数及び施工パッケージ単価計算シー
ト

1

45 2026/5/18 2026/5/29

中央区日本橋茅場町一丁目地先から同区日本橋小網町地先間配水本管（400mm）
既設さや管内配管工事に関する見積単価一覧表（処分費一覧含む）、処分費一
覧及び算出根拠並びに経費計算時の控除対象額の算出根拠

1 1

（7条3号）公にすることにより、受入先企業の経営情報が知ら
れることとなり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が損
なわれると認められるため

46 2026/5/18 2026/5/29

中央区日本橋茅場町一丁目地先から同区日本橋小網町
地先間配水本管（400mm）既設さや管内配管工事に関する
全体工程表及び各工種別工程表

1
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47 2026/5/18 2026/5/28

豊島区南長崎二丁目地先から同区南長崎一丁目地先間配水本管（900mm・
500mm）既設さや管内配管及び新設工事に関する当初設計の見積単価一覧表、見
積採用価格決定書、処分地まとめ、処分地選定表及び管理費区分チェックリス
ト 1 1 1

（7条3号）公にすることにより、受入先企業の経営情報が知ら
れることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り会社
の思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適
切な単価設定に支障が生じると認められるため。

48 2026/5/18 2026/5/25

豊島区南長崎二丁目地先から同区南長崎一丁目地先間配水本管（900mm・
500mm）既設さや管内配管及び新設工事に関する当初設計の工程表、工期算定表
及び諸経費算出表

1

49 2026/5/18 2026/5/27

金町浄水場第三取水塔・管理橋耐震補強及び補修並びに取水管（2300㎜）既設
さや管内配管工事に関する見積単価一覧表、見積書、見積承認書、各工種別工
程表、処分費一覧、処分地算定根拠及び控除対象額算出根拠

1 1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報で
あるため。
（7条3号）公にすることにより、資料出版元の事業運営の根幹
である刊行物の販売収入の減
少を招き、ひいては当該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼす
など、当該法人の競
争上及び事業運営上の地位が損なわれるため。
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため。
（7条6号）今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の
思惑等により見積金額の高止
まりを招く等、適切な単価設定に支障が生じると認められるた
め。

50 2026/5/18 2026/5/25
金町浄水場第三取水塔・管理橋耐震補強及び補修並びに取水管（2300㎜）既設
さや管内配管工事に関する全体工程表及び施工パッケージ単価積算根拠資料

1

51 2026/5/21 2026/5/21

豊島区南長崎二丁目地先から同区南長崎一丁目地先間配水本管（900mm・
500mm）既設さや管内配管及び新設工事の当初設計に係る設計計画書、仮設計算
書及び打合せ議事録

1 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため
（7条3号）公にすることにより、資料出版元の事業運営の根幹
である刊行物の販売収入の減少を招き、ひいては
当該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競
争上及び事業運営上の地位が損なわれる
ため
（7条4号）公にすることにより、偽造等犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため

52 2026/5/21 2026/5/21

豊島区南長崎二丁目地先から同区南長崎一丁目地先間配水本管（900mm・
500mm）既設さや管内配管及び新設工事の当初設計に係る数量計算書及び土質調
査数量

1

53 2026/5/21 2026/5/27

足立区鹿浜五丁目地内から同区鹿浜一丁目地内間送水管（1350mm）新設工事
（シールド工事）の第15回起工変更に関する工事変更設計書、説明用紙、変更
工事総括数量表、変更総括書、変更工種別総括書、変更内訳書、内訳明細書変
更設計（表紙）、変更内訳明細書、共通仮設費・現場環境改善費算出表、共通
仮設費・現場環境改善費算出表（按分表）、諸経費算出表、諸経費算出表（按
分表）及び一時中止に伴う現場維持等費用・一般管理費等算出計算書

1 1

54 2026/5/21 2026/5/28

東浅川給水所耐震補強工事に係る以下の資料

第１回設計変更に係る工事変更設計書、変更工事総括数量表、変更総括書、変
更工種別総括書、変更内訳書、施工代価表、共通仮設費・現場環境改善費算出
表、諸経費算出表、管弁類材料集計表、管弁類材料変更工種別総括書及び管弁
類材料変更内訳書

第２回設計変更に係る工事変更設計書、変更工事総括数量表、変更総括書、変
更工種別総括書、変更内訳書、変更内訳明細書、施工代価表、共通仮設費・現
場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料集計表、管弁類材料変更工種
別総括書及び管弁類材料変更内訳書

第３回設計変更に係る工事変更設計書、変更工事総括数量表、変更総括書、変
更工種別総括書、変更内訳書、変更内訳明細書、代価表、施工代価表、共通仮
設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料集計表、管弁類材料
変更工種別総括書及び管弁類材料変更内訳書

1

55 2026/5/21 2026/5/29

連光寺給水所施設改修工事　設計変更第1回の開示請求
・工事設計書
・工事総括数量表
・工事総括書
・工種別総括書
・内訳書
・内訳明細書
・代価表
・共通仮設費・現場環境改善費算出表
・諸経費算出表

1

56 2026/5/25 2026/5/28
武蔵野市関前一丁目地内送水管（1200㎜）用立坑築造工
事第２回契約変更に関する施工代価表

1 1

57 2026/5/28 2026/5/29
中央区八丁堀四丁目地先から同区入船一丁目地先間配水本管(600mm・400mm)布
設替及び既設管内配管工事に関する工事変更設計書(第１２回)一式

1

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、不開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例７条＞
・一部開示及び不開示について、条例７条各号のいずれを根拠として不開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。
＜公文書の枚数＞
・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


